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貸 借 取 引 参 加 者 

貸借取引事務取扱責任者 殿 

 

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 

       貸借取引部長  赤羽  淳 

 

2019年5月の大型連休にかかる品貸料（逆日歩）について 

 

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、先般「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が公布・施行された

ことにより、2019年4月27日（土）から同年5月6日（月）までの10日間が休日となります。 

 これに伴い、下記のとおり 2019年4月23日（約定日）における貸借取引残高にかかる品貸入札の返済

期日が同年5月7日（火）まで繰り延べられ、品貸日数は11日間となることから、品貸料（逆日歩）が高

額となるおそれがあります。 

貴社におかれましては、当該状況を十分ご留意のうえ貸借取引をご利用いただくとともに、併せて制度

信用取引をご利用されるお客様に対しましても、当該状況について十分にご注意、ご説明いただきますよ

う、お願い申し上げます。 

敬  具 

記 

 

○ 対象日（品貸日数が11日間となる貸借取引） 

貸借申込日 ※ 

（約定日） 

品貸入札日 

（品貸料率決定日） 

借入日 

（決済日） 

返済期日 

（決済日） 
品貸料 

2019年4月23日(火) 2019年4月24日(水) 2019年4月26日(金) 2019年5月 7日(火) 11日分 

   ※ 当該日までに返済申込みを行わなかった貸借取引残高が対象となります。 

 

以  上 


